






備が重要な課題であった。そのため，わざわざ第

9条に「職業訓練の実施の方法等Jを定め，その

3項では「国及び都道府県は，職業訓練の実施

に当たり関係地域における労働者の職業の安定及

を規定した（下線引用者注）。このことは戦

後の職業訓練が第V期の「技能者養成期jになり，

公共職業訓練においても産業界の要望に沿う技能

者の養成体系になっていた制度に，不況による失

業者。離転職者のための職業訓練を併記したこと

している叱このための職業訓練の展開の

方法としてモジューノレ都練ゆが推奨された。

また，オイルショックを契機として，中央指導

の時代から地方の時代への発想の転換が必要なこ

とが指摘され，昭和田年改正法では「地域職業訓

練センター」の設置が規定された。この地域職業

訓練センターの設寵は，地方の活性化とともに，

る援助＠助成の強化の一環でもあっ

fこO

このように昭和田年改正「職業訓練法jは，

ための強化策を進めるとともに，公共職業

訓練の中でも最も公共的な役割である

練を重視するという二面性を持った改正であっ

fこO

直 昭和60年「職業能力開発促進法Jの

制定と公的職業訓練の弾力化

前述の通り，昭和 53年改正「職業訓練法Jは，

「麗用銀険法」の能力開発事業の新たな規定の一

部を盛り込めたが，その改正は「抜本的検討の一

里塚11)」であった。したがって「雇用保険法Jの

新たな規定である「能力開発事業Jの精神に沿っ

た抜本的な f職業訓練法Jの改正が必要であった。

その改正が昭和 60年の「職業能力開発促進法jへ

の改正であるO

ことながち， f雇用保険法」制定と

能力開発促進法J制定の間にはさまざまな政策上

の検討がなされた。その最も重要なものに，昭和

田年に労鶴大誌の私的諮問機関として数回

した「日本人の職業生、涯と
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能力開発を考える懇談会12)Jがある。ここで

用保険法」の能力開発事業む枠組みの中での，

業能力開発促進法Jへのコンセンサスが図られた

といえる。改正した「職業能力開発促進法j

盤は「雇用保険法Jにあり， したがっ

ための職業能力開発が強化されることになるO こ

のため，汗労働者は……』という主語はいっさい

条文から消え13)Jたというのは必然であった。

う職業能力開発を強化するための施

策としては， OJTを規定したことと，

大幅な弾力化であろう。 OJTに関しては，第9

に「事業主がその濯用する労働者に対して職業訓

練を行う場合には；その労働者の業務の遂行の過

程内において……行うことができるJと規定し

た。このように OJTを法文中に規定したの

い職業訓練の歴史の中で初めてであり，きわめて

あるといえる14）。わが国では戦後改

革の時期に徒弟制度に対する行き過ぎた批判の下

で，その職業訓練的，あるい

する嫌いがあったが，この規定により，徒弟制度

の教育＠訓練の側面を再評価すべきと考える15）。

訓練基準の弾力化は，

るために重要なことであった。しかし，

弾力化の方法はすでに出つくした感があ

り，まったく異なった視点が求められた。それが

「8型訓練Jという枠組みであった。つまり，

とは，職種がまず設定され，そのため

の訓練期間，訓練時間および教科科目等が規定さ

れていた。これに対し， B型訓練とは，訓練期間

と訓練時間がまず規定され，これを遵守すれば詰Ii

として認定されるという

るO つまり，訓練実施者が必要に応じて自由

ることができるようになっ

それまでは 190数職種の中か

んで訓練しなければならなかった

まったく無制娘に職種を設定できることになっ

た。そして従来のような教科科目等を指定してい

た職撞は「A型訓練jと称して， B型訓練の中の

例示規定となったわけである。このよう

枠組みは平成4年に改正された後も同様であり，

る上できわめて有効に
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論文近年の公的職業詰11畿の実簡と課題

なっているであろう。したがって，今日では，何

職種が基準に規定されているというような観点は

ないことになっているω。

「職業能力開発促進法」の範行により

ための職業訓練の強化策は，

もたらした。それ

団立の施設に強く表れている

り，訓練職種の転換であるO たとえば，

ると，昭和田年から昭和 60年までの廃止科は

S，新設科は 13にすぎなかったが，昭和 60年か

ら平成3年までの廃止科は 188, 新設科は 139と

なっているO このほかに職業訓練短期大学校に転

換した校もあり，この間に訓練を継続して開設し

ていた科は全体の 1割弱の訓練科しかないことに

なるO これを職種分類で見ると，

102科の箆止，サービス職麓で 91科の新設となっ

ている。このような状況を訓練課程の定員で見る

と，養成訓練の普通課程の 3000名の鹿止，職業転

換課程の 1年の 3625人， 6カ月以下の 116人を

して， l年の 2167人， 6カ月の 2185人の新

っている17）。

このような大転換をしなければならない理由と

しては，在職者訓練を拡大しなければならないこ

とにあった。在職者訓練は，昭和田年の 3万

8420人から，平成3年の 17万3450人に実に 4.5

倍に拡大しているのであるO なお，平成3年度の

公共職業訓練の実情は表1の通りであるO

また，昭和 60年の「職業能力開発促進法」の制

より，企業が実施する職業訓練短期大学校も

認定されるようになった。公共と比べて企業の設

立する職業訓練短期大学校の特徴は，第2次産業

関連職種のみではなく，第3次産業関連職種も開

設されていることであるO たとえば，和裁科，

理科，観光サーピス科等である。ある観光サーピ

ス科の職業訓練短期大学校はホテノレと同様な施設

を造り，そこで訓練を実施しているO

以上のように「職業能力開発促進法jの実態は

従来の「職業訓練法Jとはまったく別の法律のよ

うに見える。「震用保険法jが「失業保険法jを廃

止して制定されたことを考えると，「職業能力開

発促進法jが昭和 44年「職業訓練法Jの改正法で

あるとは理解できないほど“抜本的”に改正され

日本労働研究雑誌

ている。

表 1 公共磯議翠II練施設の実擁状況

（平成3年度：人）

原用車事業団

養成訓練

普通課経 390 
専門課寝 4, 880 

能力再陪発訓練 48, 990 
向t訓練 173, 450 
定時制古ii糠 810 

議成語ii縁
専｛蔭詰II練過程 6, 260 

部
普通課程 20, 680 

選
能力再開発訓練

蔚
施設内訓練 28, 700 

i川関、〈
施設外訓練 10, 314 

立
向上訓糠 84, 990 
定時制訓練 l, 650 
欝害者言i搬 380 
委託障害者訓練 3, 150 

出所：松本f/l宏 F生涯職業能力開発の新たな展

関jより。

注：戦業訓練大学校を除く。

IV 平成 4年改正「職業能力開発促進

法」と職業能力開発の拡大

オイルショックを技術革新，つまり ME化，ロ

ボット化でようやく切り抜けると，バブルの膨張

が始まった。世はまさに情報化社会であると

された。そしてその技術を支えるコンビューター

技術者が不足し，昭和 62年の「緊急経済対策jに

きコンピューターカレッジの設立を開始し

た。この施設は雇用促進事業団が地元の企業など

で構成する社団法人等に運営を委託する方法で設

立されているO しかし， V レッジ”と称している

が，職業能力開発短期大学校の基準で、はなく，

2年訓練の普通訓練として実施しているという

理解しにくい問題もあるO

さらに平成元年には通産省と協力して「地域ソ

フトウエアセンターJを設立し，地域のコン

ピュータ一関係技術者の育成とともに，プログラ

ム開発等の斡旋を展開しているO 人材育成として

3カ月（最長6カ月）の研修事業と，

導者研修を実施しているO

また，バブルは途上国の求職者の入国という

会問題をもたらしたが，国際的にはわが国の側の

として非難の対象となった。このよう
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別は明らかでない。

に担定されがちであったた このよう

め，ホワイトカラーのための新たな職業訓練と， しにくいと

その総定制度といえるものである。その，主とし

た。この

となった（平成6年実績＝2138人〉。

しかし，平成2年に入ると

ノt った。そ

たのはホワイトカラーである。つまり，

しな

る。

ホワイトカラー

ょうとしている。そ

していたた

る

のため略ホワイトカラーのため

し，

なっている。

~＼ o 

き

30 

議2 磯重量雷II畿の譲額と課翠

この

（英語では Training）と干与しており， ドイツのよう

く

つ。

，
 

、、‘．
B
L
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1）ット

いなかったパートタイマー

なったことである。しかし

な

が，

くくしたのではないだろう

は，
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論文

関2 議議能力開発持政議畿圏（平成6年度）

ある。

ニックで統一し，

リテクニック＠センター，

このよう

はずで

校をポリテクニック eカレッジと呼んでいる。セ

ンターは．令国対象の高度センター，広域対象の

よび中部センター，そしてその他の

地域センターとに区別しているO

の毘別により，実施する

つけている。しかし，

であり，全国的なあるい

にはならないようである。これから

特に在職者訓練は“コミュニティ”の観点による

ということであろう。

呂本労働研究雑誌

ターは主とし

が中心であるが，平成4年の改正法により，

してワープロやノマソコンを利吊した儒単な

や，管理 e監督的な訓練を実施できることになっ

fこO
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図2であるO

以上の紹介で明らかなように，平成4年の改正

法では昭和 53年に規定した都道府県立の施設と

雇用促進事業団の施設との“役割分担”は解消さ

れた。このことは，職業訓練の効率的運営を

した政策の終震を告げたと考えるべきであろ

う21)0 

v 公共職業訓練の意義と期待

それでは，効率至上主義ではない職業訓練の意

特にわが国のように独特な公共職業訓練の意

義は何であろうか。そのよう

合わせないので，先人の著作からひもといてみよ

う。まずは楠原の主張22）を見てみよう。

「職業補導は，人類生容の本然J性に基づき，…・・・

各人の社会的技能を向上進化せしめん事を呂的と

する，即ち生蒋権肯定の思想のよに起ち其の平衡

を失せしめざらん事に努力するものjであると述

べているO これは，人が生きるために必要な「社

会的技能jを保障することが公共職業訓練の役割

であるとする晃解であろう。また，佐々木は次の

ように整理している23）。

「職業訓練は人間社会の本質に触れているO 職

業訓練は……人間が，生き，働くという事と，

ぷと言うことが，三位一体，不即不離の関係で成

り立っており，生存権，勤労権，

に保障することである」と。上の権利のどれ一つ

の時代である。また生涯学習の中核は職業能

力開発であるが，こ はたとえ

によ なくすというような， った

人々を統合 (Integrated）するという理念が潜んで

いるO 上に紹介した 3人の先人の言葉はこれに共

通する視点であるといえるO つまり，一人ひとり

ることは，今後の職業能力開発の重要な

あるといえるO これらの先人の言葉はや

や，理念、的であるので，具体的な期待がどのよう

になっているかを見てみよう。

まず，学校卒業者のための従来の養成訓練で見

れば，施設の統廃合を進めて定員の削減をしてい

るため，次第に入校率は上昇し，平成 3年度は

91%となっているO 職業能力開発短期大学校の場

合はより高く， 常に 100%を超えている状況であ

る。また，離転職者のための能力再開発訓練では，

不況を反映してここ数年入校率は高く，平成3

度で 92.6%であるお）。

と同時に入校できる訳ではないので，

りも高いと推測される。

在職者対象の訓練については定員が明確でない

ので，入校率で見ることはできない。

よれば，従業員を外部の教育訓練機関に派遣

した企業中で，派遣先の大半は業界団体や関連企

業の実施する講箆への派遣であるが，

力開発施設にも 18%が派遣している26）。こ

は数年前よりも拡大しており， f今後益々

業訓練施設が重要な役割を期待されている27）」

を取っても あるが，これらを同時に 指摘したことが的外れではなかったこと して

ねばならないとしたのである。また，

次のように述べている24）。

「入は所詮は職業人になるO 従って……必らず

職業志向的になる。……（公共職業苦ii練は）まず第

一に労働者個人のためである。次に，（このことは）

招人を守広 DJトに鱈端的なま十令＠経溶的意味をも

ーコ。

べるように援助するJことだとし，それは個人の

ためだけではなく，国のためになるとしている。

これらの公共職業訓練の意義に関する

通して底流にあるものは，人間として

あり，公平観であろう。折しも，今日は

32 

いるO また，ホワイトカラーに限定すればさらに

く28.5%が公共職業能力開発施設へ派遣され

ている28）。今後とも，受講しやす

行えば，

しかし，

く，

かという

い下で，

べきであ

中小企業が労働者を派遣で

あるためで

た者が地社へ移らない

2 
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論文近年の公的職業訓練の実諮と課題

および第 3に公共職業訓練施設への認識不足にあ

る29）ょうである。これら

る側も主体的に取り除く努力が必要であろう。

在職者のための向上訓練は，

しているO

ところで，

あり方としては，ま

ら派遣され 念の転換，すなわ

けが受講しているわけではない。

には相談なしに自己の判断で，場合によっては休

暇を取って受講している労働者もいること

ると，今後はこれらの人々の受講が可能となるよ

うな制度へ改革すること

ところで，国民の公共戦莱訓練に対するイメー

ジは一般に良いものとはいえないが，ひとたび公

共職業訓練を受講した人は，その訓練を高く評価

してくれている。たとえば，

は，

が高い倍を示している30）。この意味からもさまざ

まな形で，公共職業訓練を国民に知ってもらうた

めの方策が必要である。

VI 第6次「職業能力開発基本計画」の

特徴と今後の課題

労働省は，平成 8年度からの 5カ年計画であ

る，第6次「職業能力開発基本計画Jを平成8

2月 19日 した（第8号）。こ の特徴

は，労働省が白表紙で発行している同計画の副題

に表れているO それは「各人の個性を活かしつつ

変化への対応を限る職業能力開発の実現を留指し

てJとなっている。これまでの計画で労働者の個

性を活かすという表現はなかったのではないだろ

うか。ここに今後の職業能力開発のあり方が表れ

ている。

このような致策の背景をなすものは，バブル崩

壊以後の景気の低迷と，日本的麗用構造の変化が

必然であることの反映であろう。その意味では，

昭和 62年 6月に発表された F職業構造変革期の

人材開発J31)を踏襲するものといって良いのでは

ないだろうか。つまり，

時代への処方議」にあるように，パブノレの膨張が

異例であったことを考えると，それは今後の職業

能力開発を考えるベースとなろう。問書では，「個

の職業能力開発を推進するために，資

格制度の整備とそれに連動した職業能力開発制度

日本労働研究雑誌

予つλJ 
あでキ

οベる

’ず
念

品

＠

的

し

している

そして，

るためで

はなく，これまでの経験を活かして ME化し

している技術＠技能を追加的に学んでもらうと

るべきである。このように整理すると，

従来の対象者ごとの目的が一巡したものとなるO

このような視点が，観人主導型の能力開発になる

のではなかろうか。

なお，今後の構造不況の社会を考えると，特に

公共職業訓練において

を軽視することは許されない。このためにも上の

新たな視点からの再編が望まれる。

また，在職労働者に対する訓練を考えると，現

状では企業の指示により派遣さ

る者が多いが，労働者自身の判断で教育訓練

を受講できるようにすべきであるO 特に，企業の

指示がなくとも公共職業訓練を受講した場合は，

労働者に有給教育訓練休暇を与えることが可能な

ようにすべきである33）。このとき，労働組合は，

労働者の技術＠技能の向上や基礎の学習が労動者

の権利である ζとを認識しなければならない。そ

して，「麗用保検法Jにより

りも軽減されていることに対するその立場

を再吟味すべきであろう。労働者の負担率の軽減

により，労働者の職業訓練受講の選択権が否定さ

れかねない根拠となっているからであるO

ところで学校教育の荒廃が叫ばれて久しいが，

いじめによる自殺等の頻発へと拡大する気配すら

あるのはなぜだろうか。また，中退者も減少せず，

従来の養成訓練定員の 4倍に匹敵する 10万人を

超える若者が毎年学校教育から飛び出している。

さちに，中学校卒業者が減少している下で「高校

が現実的に可能になった今日，一時の
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こえなくなったのはなぜで

あるO 1）チヤード＠クー

めは枠にはめる

れ

ある。

4年の改正では，

中心となり，

においては，

るものであり，

これま

のではなかろうか。

さで，以上に紹介し

かっfこO
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は，

いじ

きる34）。そ

じるもので

しなければなら

ない。そのためには，従来のように既存の職種に

個別に対応するような指導昌免許制度ではなく，

べきであろう 0

6 は， f職業訓練の高度化jが

されているが，単なる技術の高度化だけでそ

れは対応できない。それには職業訓練を担当する

ある。先に在職者を対象

ることとは根本的に異なる。

の技術＠技能を習得し，

あり，このよう

は，ニーズの探求，コース

の開発，方法の吟味，

ているものと思われる。

とは，

ての

ねばならない。

から始められるべきである。

~） o 

るように，

その
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This paper describes a recent state of official vocational training and its theme. 

Today’s official vocational training is characterized by two factors: Employment 

Insurance Law and the recent recession. Employment Insurance Law enacted in 1974 
prescribed the framework of official vocational training. One of the most important 

point in the prescription was to hammer out aids for training in the 出er~rises.
However, training for the unemployed becomes important in the recent recession on 

the other hand. Public vocational training is expected to take part in the training for 

the unemployed. Today’s official vocational training is extremely complex. Thus, the 

vocational training is aiming at esteeming individual worker as a target of future 

policy of the official vocational training. 

36 

職業能力開発大学校教授。主な箸警に『教育理念J（共

著）第一法規出版，など。職業訟ii糠の歴史・政策・内容論を

No. 434/June 1996 




